
現在の運営方法

内線

２　施設の役割
(1) 設置目的

(2) 設置当初の状況

(3) 施設を取り巻く現状

３　施設の概要

403,700 千円

◇入園料・利用料等　　　（円） ◇利用時間（休館日）

金額

所在地 前橋市荒牧町２番地１２

□直営　　　■指定管理者

建設費

青少年団体活動の振興及び青少年の健全な育成を図るため。

　県青年団連合会をはじめとする青少年団体関係者の運動の結果、宿泊機能を持った青少年及び青少
年団体の活動拠点施設として、昭和57年６月に開館した。また、施設を管理運営する財団の設立に際し、
基本財産の２分の１（１億４百万円）を県が出捐するなど、深く関わった。

公の施設のあり方検討結果個表

１　施設の設置根拠（法律、条例等）
地方自治法

施設の名称

所管部局・課

群馬県青少年会館

（教）生涯学習課

担当係 青少年教育係 4669

事務室、会議室、宿泊室等（３，６７６㎡、３階建）

平成１１年度増築工事（工事費：269,020千円）

区分

会議室等利用料
部屋毎、利用者区分による

(詳細は別紙)
別紙

宿泊利用料
部屋毎、利用者区分による

（詳細は別紙）
別紙

親子参加の事業の開催や、参加者同士の交流深める機会、ボランティア活動等への参加機会を提供し、
青少年指導者の養成を行うとともに、青少年団体、福祉施設等の地域社会と連携・協力し、青少年の健
全育成に資する様々な事業を展開している。また、青少年団体が事務局を置く等、青少年団体の活動拠
点としても機能している。新型コロナの影響により利用者が減少したが、徐々に回復している。

【休館日】
月曜日（月曜日が国民の祝日にあたる時はその直後の休日
でない日）
年末年始（12月27日～１月５日）

【宿泊の場合】
本館チェックイン　１７：３０～
新館チェックイン　１５：００～

S57.6.5

８，８６２㎡（県）

設置年月日

備考

主な施設（床面積、階数等)

敷地面積（所有者）



４　施設における実施事業

５　管理運営コストの状況 （千円）
令和５年度（当初予算額） 令和４年度（決算額） 令和３年度（決算額） 令和２年度（決算額） 令和元年度（決算額）

203 292 238 365 637

使用料 12 15 15 15 12

光熱水費 191 277 223 350 625

67,773 71,942 68,428 76,867 67,761

指定管理料 67,773 67,773 67,773 74,415 67,113

修繕費 539 655 2,452 648

その他管理費用 3,630

-67,570 -71,650 -68,190 -76,502 -67,124歳入・歳出の差額（①－②）

区　　分

歳　入（①）　

１　指定管理事業
（１）青少年等の活動場所の提供事業（快適安全、効率的な施設設備の管理及び利用者の受入）
（２）青少年指導者・ボランティア養成事業（子どもふれあいワークショップ、中学生高校生交流ボランティア体験、体験活動・ボランティア活動支
援センター)
（３）青少年の交流・体験活動事業（ふれあい・ゆうあい交流フェスタ、親子ふれあい体験教室、高校生写真講座デジカメワークショップ）
（４）青少年団体の育成及び指導事業（青少年団体活動支援事業（夏休み宿題お助け隊、おやこで茶道教室、目指せ！ギネス記録～君の飛行
機はどこまで飛ぶ!?～、ボランティアのつどい））
（５）情報収集・情報提供システム事業（ぐんま青少年ねっと）

２　自主事業
　（１）青少年活動支援事業（青少年会館友の会事業）
　（２）地域連携協力事業
　（３）補助事業（団体補助）

３　受託事業
○青少年自立・再学習支援事業
　・G-ＳKYPlan
　・学びを通じたステップアップ支援促進事業

令和元年度・２年度については、特例措置としてコロナ禍による利用料金減少
分を指定管理料で補填した。

歳　出（②）　

歳入・歳出の主な増減理
由

新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金
（国庫10/10）
【トイレ洋式化工事】



◇指定管理者の収支状況（指定管理業務に係る部分のみ） （千円）
令和５年度（当初計画額） 令和４年度（決算額） 令和３年度（決算額） 令和２年度（決算額） 令和元年度（決算額）

73,823 69,498 70,559 77,776 77,928

指定管理費 67,773 67,773 67,773 74,415 67,113

利用料金 5,940 1,644 2,716 3,340 10,558

参加者負担金 110 81 70 21 257

73,823 69,498 71,110 76,554 80,142

人件費 36,823 47,096 51,766 55,995 57,562

光熱水費 6,531 6,557 4,473 4,281 7,602

租税公課費 4,432 4,726 4,970 5,515 4,872

委託料 2,411 4,454 4,455 4,356 4,246

管理運営費等 23,626 6,665 5,446 6,407 5,860

0 0 -551 1,222 -2,214

６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

7 7 8 10 11

1 1 1 1 0

8 8 9 11 11

常勤職員

非常勤職員

合　　計

区　　分

収　入（①）

収支（①－②）

支　出（②）

歳入・歳出の差額、収支
の主な増減理由



７　施設利用の状況

令和５年度※１ 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

6,874 21,748 14,467 14,873 42,419

有料利用者数（人） 4,885 13,833 8,584 9,561 27,310

無料利用者数（人） 1,989 7,915 5,883 5,312 15,109

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

26.7 23.6 17.5 18.6 20.9

８　必要性及び管理運営方法についての方向性

区
分

施
設
の
必
要
性

業
務
等
の
見
直
し

区　　分

年間利用者総数（人）

　当該施設は、青少年団体の活動振興及び青少年の健全育成推進を目的に設置された施設であ
り、青少年や青少年団体の活動拠点の場である。また、県青少年教育行政施策展開の拠点として
の役割も担っており、県の青少年健全育成推進のためにも、引き続き県有施設として運営していく必
要がある。

施設稼働率（％）※３

※１　見込数又は途中実績を記入（令和5年6月までの実績を記入）
※２　目標利用者数を設定していない場合は無記入
※３　施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

内　　　　　容

　当該施設の目的である青少年団体活動の振興及び青少年の健全な育成を、より効果的に実施・
推進し、県の青少年教育行政に資するためには、施設の管理だけでなく、事業の実施が必要不可欠
であり、今後も、施設の管理及び青少年健全育成事業の実施を指定管理業務とし、施設を運営して
いくことが望ましい。
　一方で、利用料金の設定や、利用促進のための広報・PR活動等、検討すべき課題が見受けられ
る。

利用者の主な増減理由

目標利用者数（人）※２

稼働率対象施設（設備）
プレイホール、大会議室、中会議室、小会議室、特別会議室、音楽室、多目的
学習室、本館ミーティングルーム、新館ミーティングルーム、第１～６和室

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い２ヶ月間閉館したこともあ
り、利用者数が大幅に減少。令和３年度もコロナ禍の影響等により利用者数
は低迷したが、令和４年度はホームページのリニューアルやSNS更新回数の
増等、広報活動に注力した結果、利用者数は持ち直しつつある。


